
【表1】70歳未満の方（後期高齢者医療被保険者を除く）
区分 所得要件 自己負担限度額※1

ア

イ

ウ

エ

オ

住
民
税
課
税
世
帯

901 万円超

210 万円以下

住民税非課税世帯

901 万円以下　
～ 600 万円超

252,600 円＋（総医療費　　  －842,000 円）×1％
〈多数該当　　  ：140,100 円〉

600 万円以下　
～ 210 万円超

※2
※3

167,400 円＋（総医療費　　  －558,000 円）×1％
〈多数該当　　  ：    93,000 円〉

※2
※3

   80,100 円＋（総医療費　　  －267,000 円）×1％
〈多数該当　　  ：    44,400 円〉

※2
※3

57,600 円
〈多数該当　　  ：    44,400 円〉※3

35,400 円
〈多数該当　　  ：    24,600 円〉※3

【表2】70歳以上の方（後期高齢者医療被保険者を除く）

※5
※6

区分 所得要件 個人単位（外来） 世帯単位（入院を含む）

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

区分Ⅱ
区分Ⅰ

一般（住民税課税世帯）

252,600 円＋（総医療費　　  －842,000 円）×1％
〈多数該当　　  ：140,100 円〉

※2
※3

167,400 円＋（総医療費　　  －558,000 円）×1％
〈多数該当　　  ：   93,000 円〉

※2
※3

  80,100 円＋（総医療費　　  －267,000 円）×1％
〈多数該当　　  ：   44,400 円〉

※2
※3

18,000 円
〈年間限度額　　  ： 144,000 円〉

8,000 円

※4
57,600 円

〈多数該当　　  ：44,400 円〉

24,600 円
15,000 円

※3

現役並み
所得世帯
（3 割 負
担 の 世
帯）

住民税非
課税世帯

690 万円
以上

380 万円
以上

145 万円
以上

●
対
象
事
業

　

第
２
期
北
斗
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
総
合
戦
略
の
基
本
方
針
に
基
づ

き
、
４
つ
の
基
本
目
標
の
達
成
に
資
す

る
事
業
を
対
象
と
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
団
体

　

事
業
の
実
施
団
体
と
し
て
、
非
営
利

活
動
法
人
、
市
民
団
体
、
実
行
委
員
会
等

の
任
意
団
体
を
対
象
と
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
単
一
町
内
会
の
範
囲
で
行

な
わ
れ
る
事
業
は
対
象
外
で
す
。

●
補
助
金
額

　

20
万
円
を
上
限
に
補
助
対
象
経
費
の

全
額
を
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
し
ま
す
。

●
補
助
対
象
経
費

・
会
場
の
使
用
料
や
備
品
等
の
借
上
料

・
講
師
や
協
力
者
等
へ
の
謝
礼
や
旅
費

　

交
通
費

・
周
知
用
広
告
料
や
印
刷
製
本
費

・
事
務
事
業
用
消
耗
品
や
通
信
運
搬
費

●
第
１
回
申
請
期
限
／
９
月
10
日
㈮

・
補
助
申
請
の
方
法
な
ど
詳
細
は
、
市

　

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

　

い
。

　
　

 https://www.city.hokuto.
hokkaido.jp/docs/10702.htm

l

※
今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
に
よ
っ
て
は
、
事
業
の
採
択
を

見
合
わ
せ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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同
じ
月
内
で
医
療
機
関
に
支
払
っ
た
自

己
負
担
額（
保
険
適
用
外
を
除
く
。）が
、
一

定
の
額
（「
自
己
負
担
限
度
額
」
と
い
う
。）

を
超
え
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
、
そ
の
超
え

た
額
を
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。

　

な
お
、支
給
時
期
は
、医
療
機
関
か
ら
当

市
に
送
ら
れ
て
く
る
診
療
報
酬
明
細
書

（
レ
セ
プ
ト
）を
確
認
し
た
後
に
な
る
た
め
、

診
療
を
受
け
た
月
か
ら
最
短
で
も
２
〜
３

か
月
後
と
な
り
ま
す
。

　

70
歳
未
満
の
方
と
70
歳
以
上
の
方
で
は

高
額
療
養
費
の
計
算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

　

同
一
世
帯
で
同
じ
月
内
に
、
受
診
者
・

医
療
機
関
ご
と（
入
院
・
外
来
ご
と
、医
科
・

歯
科
ご
と
に
分
け
ま
す
。薬
局
分
は
処
方

医
療
機
関
分
の
医
療
費
に
合
算
し
ま
す
。）

に
計
算
し
て
２
１
，
０
０
０
円
以
上
の
支

払
い
が
複
数
あ
っ
た
場
合
等
、
そ
れ
ら
を

合
算
し
、【
表
１
】の
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
て
い
た
場
合
、
高
額
療
養
費
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

　

同
じ
月
内
に
支
払
っ
た
医
療
費
を
合
算

し
、【
表
２
】の
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

て
い
る
場
合
、
高
額
療
養
費
の
対
象
と
な

　

入
院
な
ど
に
よ
り
医
療
費
が
高
額
に
な

る
場
合
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
提
示
す
る

こ
と
で
保
険
適
用
内
の
支
払
い
を
自
己
負

担
限
度
額
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

限
度
額
適
用
認
定
証
（
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
）
を
申
請
に
よ
り

交
付
し
て
い
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

●
個
人
番
号
が
確
認
で
き
る
書
類

※
代
理
申
請
の
場
合
は
、
代
理
人
の
本
人

確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証

等
）が
必
要
で
す
。

　

68
歳
以
上
の
方
に
市
独
自
の
医
療
費
助

成
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、次
の
い

ず
れ
の
助
成
も
、
保
険
診
療
外
と
し
て
支

払
っ
た
も
の
や
、
食
事
代
金
等
は
助
成
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

 

①
68
・
69
歳
の
方

　

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
支
払
う
自
己
負

担
額（
３
割
）と
70
歳
に
な
っ
た
時
の
自
己

負
担
額（
２
割
ま
た
は
３
割
）の
差
額
を
助

成
し
て
い
ま
す（
調
剤
薬
局
も
含
む
）。

〈
老
人
医
療
高
額
療
養
費
〉

　

医
療
機
関
か
ら
当
市
に
送
ら
れ
て
く
る

診
療
報
酬
明
細
書（
レ
セ
プ
ト
）や
申
請
さ

れ
た
領
収
書
か
ら
、
同
じ
月
内
に
医
療
機

関
に
支
払
っ
た
自
己
負
担
額
を
70
歳
に
な

っ
た
時
の
自
己
負
担
額
に
置
き
換
え
て
合

算
し
、
６
ペ
ー
ジ【
表
２
】の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
た
場
合
に
差
額
を
助
成
し
て

い
ま
す
。該
当
者
に
は
支
給
決
定
通
知
書

を
送
付
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

 

②
68
歳
以
上
の
方

　

入
通
院
に
か
か
る
自
己
負
担
額
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
。（
調
剤
薬
局
は
対
象

外
）

・
通
院
…
４
０
０
円
／
月
（
自
己
負
担
額

　

が
４
０
０
円
未
満
の
時
は
、そ
の
全
額
）

・
入
院
…
３
０
０
円
／
日
（
同
一
病
院
で

　

継
続
し
て
２
か
月
を
上
限
）

●
老
人
医
療
受
給
者
証（
68
・
69
歳
の
方
）

●
医
療
機
関
の
領
収
書

●
振
込
先
と
な
る
預
金
通
帳（
写
し
可
）

※
代
理
申
請
さ
れ
る
場
合
は
、
対
象
者
の

印
鑑（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）が
必
要
で
す
。

お
願
い

※
確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
等
で
原
本
が

必
要
な
方
は
、
原
本
と
写
し
を
両
方
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

※
領
収
書
は
、①
入
院
・
外
来
ご
と
②
医

療
機
関
ご
と
③
日
付
順
に
並
べ
て
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険

高
額
療
養
費
に
つ
い
て

限
度
額
適
用
認
定
証

（
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

　
減
額
認
定
証
）に
つ
い
て

70
歳
未
満
の
方（
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
を
除
く
）

70
歳
以
上
の
方（
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
を
除
く
）

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
に
必
要
な
も
の

り
ま
す
。ま
た
、外
来
医
療
費
の
み
合
算
の

場
合
は「
個
人
単
位（
外
来
）」、
入
院
医
療

費
も
含
め
る
場
合
や
同
一
世
帯
の
70
歳
以

上
の
方
の
医
療
費
を
合
算
す
る
場
合
は

「
世
帯
単
位
（
入
院
を
含
む
。）」
の
金
額
が

限
度
額
と
な
り
ま
す
。な
お
、同
一
世
帯
の

70
歳
未
満
の
方
の
医
療
費
を
合
算
す
る
場

合
は
、
自
己
負
担
限
度
額
は
70
歳
未
満
の

区
分【
表
１
】が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

●
医
療
機
関
の
領
収
書

●
振
込
先
と
な
る
世
帯
主
の
預
金
通
帳

　
（
写
し
可
）

※
世
帯
主
以
外
の
方
が
申
請
さ
れ
る
場
合

　

は
、
印
鑑（
シ
ャ
チ
ハ
タ
不
可
）が
必
要

　

で
す
。

【
表
１
】【
表
２
】注
釈

　
　

  

こ
こ
で
い
う
「
所
得
」
と
は
、
各
世
帯
員
の

所
得
金
額
等
か
ら
基
礎
控
除
額
43
万
円
を
控
除

し
た
額
を
合
計
し
た
も
の
で
す
。

　
　

  

保
険
適
用
さ
れ
る
診
療
費
用
の
総
額（
10

割
の
金
額
）で
す
。

　
　

  

過
去
12
か
月
以
内
に
同
じ
世
帯
で
４
回
以

上
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
と
き
、
４
回
目

以
降
の
負
担
額
が
引
き
下
が
り
ま
す
。

　
　

  

年
間
限
度
額
は
１
年
間
（
８
月
１
日
か
ら

翌
年
７
月
31
日
）
の
自
己
負
担
額
合
計
の
限
度
額

で
す
。

　
　

  

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
る
方
で

区
分
Ⅰ
に
該
当
し
な
い
方
。

　
　

  

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
あ
り
、
世

帯
全
員
の
所
得
が
０
円
の
方
。

※
1

※
3

※
2

※
6

※
5

※
4

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

高
額
療
養
費
制
度
の
お
知
ら
せ

　
　

市
役
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国
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医
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２
２
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２
５
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問

　

人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
深
刻
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
中
、
多
様
な

市
民
活
動
の
促
進
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
形
成
を
図
り
、
地
域
の
活
性
化
と

市
民
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
、
北
斗
市
の
創
生
に
向
け
た
市
民

主
体
の
様
々
な
活
動
に
対
し
、
必
要
経

費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

な
お
、
審
査
及
び
補
助
決
定
ま
で
の

期
間
を
考
慮
し
、
今
年
度
は
お
お
む
ね

10
月
以
降
に
実
施
さ
れ
る
事
業
を
対
象

と
し
ま
す
。

問 HP

ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
に
向
け
て…

市
民
主
体
の
活
動
を
応
援
！

地
域
応
援
元
気
づ
く
り
補
助
金
申
請
受
付

ス
タ
ー
ト

北海道新幹線を活かした
産業の振興と雇用の場を
つくる

・新函館北斗駅周辺の賑わい創出
・最新技術に関する研修会の開催

など

北斗市らしさを活かして
人を呼び込み・呼び戻す

・来訪者が多い文化・スポーツ大会
・自然や文化、食などの魅力発信

など

子どもを生み、育てたい
という希望をかなえる

・若い世代の出会いの場の創出
・子育てに関する研修会の開催

など

住み続けたいという暮ら
しの環境をつくり守る

・地域の環境美化運動
・多世代交流イベント

など

1

2

3

4

例 え ば …基 本 目 標

医
療
費
助
成
制
度
の
ご
案
内


